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迦
雅
の
折
各
位
の
御
健
康
を
皿
蝿
申
上
げ
ま
す
。

脚
諦
鰹
総
織
輔
燕
粥
謹
鰔
總
蠅
鴨
蕊
淵
擶
識
鶴
澱
懲
唖
紗

足
の
並
び
ご
な
り
ま
し
た
こ
さ
は
慶
疵
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

・
由
來
金
木
町
、
嘉
瀬
村
、
喜
良
市
村
三
ケ
町
村
は
古
く
は
村
イ
く
り
よ
り
藩
制
の
歴
史
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、

地
那
的
條
件
に
於
て
も
産
業
經
濟
の
規
模
の
上
か
ら
も
且
つ
交
通
、
運
輸
、
社
命
的
文
化
等
各
般
に
互
り
全
く

同
一
の
條
件
に
侭
か
れ
、
三
ケ
町
村
の
合
併
は
、
然
の
姿
で
あ
り
、
時
勢
の
欲
求
で
あ
る
ご
存
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。
新
金
木
町
の
發
鵬
は
、
町
村
合
併
の
理
由
か
ら
み
て
も
解
り
ま
す
よ
う
に
、
町
民
の
融
和
と
協
力
に

よ
り
約
束
＄
つ
け
ら
れ
る
も
の
ど
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
希
く
は
一
万
七
千
町
民
相
北
〈
に
手
を
撰
壱
↓
へ
力
を
協
せ

明
る
い
住
み
よ
い
新
金
木
町
建
設
に
遜
進
致
し
た
い
亡
存
じ
ま
す
。

記
念
す
べ
き
新
金
木
町
の
誕
生
に
常
り
、
町
民
各
位
ご
共
に
お
呪
い
申
上
げ
合
併
の
御
挨
拶
ご
致
し
ま
す
。

照
》
職

、
興
し
て
の
飛
齪
的
発
展
を
期
す
る
と
共
に
こ
れ
に
よ
る
財
政
基
礎
の
確
立
と
相
俟
っ
て

傭
鱗
畷
灘
恥
態
織
溌
嘩
鍜
項

１
、
一
町
役
場
の
位
侭

ノ

存
森
県
北
津
軽
郡
金
木
町
大
字
金
木
字
朝
日
山
一
三
三
番
地
現
金
木
町
役
場

２
、
｜
支
所
の
位
慨
、
／

一
嘉
瀬
支
所
嘉
瀬
村
大
字
嘉
瀬
字
雲
雀
野
一
○
○
番
地

‐
欝
良
市
支
所
喜
良
市
村
千
刈
一
八
六
ノ
三

・
支
所
で
行
う
事
務

１
公
印
保
符
に
閲
す
る
事
務

２
戸
籍
に
関
す
る
事
務

３
住
民
登
録
及
び
人
口
動
態
に
関
す
る
事
務

‐
邪
鯲
臓
瀧
辨
る
罐

ゞ
新
町
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但
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十
五
日

諸
証
明
に
関
す
る
事
務

母
子
手
帳
交
付
及
び
死
産
届
出
に
関
す
る
蛎
務

牛
馬
籍
に
関
す
る
事
務
．
～

町
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務

土
地
台
帳
、
家
屋
台
帳
、
土
地
名
寄
帳
、
絵
図
面
そ
の
他
家
屋
に
関
す
る
事
務

住
民
の
連
絡
事
務

新
金
木
町
誕
生
に
あ
た
っ
て

合
併
の
し
お
り

名
金
木
町

●

町
村
名
北
津
輕
郡
金
木
町
、
嘉
瀬
村
、
蒋
良
市
村

現
慕
瀬
村
大
字
毘
沙
門
は
合
併
の
日
と
同
時
に
五
所
川
原
に
編
入
す
る
。

設
の
韮
本
方
針

I

／

金
木
町

●
ー

金
木
町
長

金
木
町
議
含
議
長

蕊
獺
村
長

蕊
瀬
村
議
會
議
長

喜
良
市
村
長

専
良
市
村
議
會
議
長

新、町の現呪
』

１
１
１

も

2，民右和地地目別反別調
伊三高 白花山

藤上橋中 ↑
や川 田

（
裏
面
を
御
覧
下
さ
い

宮武 勝直

■

ムーー

グ

雄男馨雄義一 i１
１ノ

卜



閥
係
町
村
名
を
腹
し
、
從
來
の
大
字
、
字
は
旧
來
の
遡
り
呼
瀞
す
る
こ
こ
。

但
し
、
蒋
良
市
村
は
村
名
を
以
っ
て
大
字
芒
す
る
。

第
七
、
選
来
価
の
設
定

新
町
議
含
議
員
の
選
畢
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
畢
法
第
十
五
條
の
規
定
に
依
り
、
新
町
に
お

い
て
設
定
す
る
こ
ご
・

第
八
、
剛
民
健
康
保
険
給
付
率

現
喜
良
市
村
國
民
健
康
保
瞼
給
付
準
は
、
現
行
の
ま
労
ご
す
る
。
將
來
全
地
域
に
國
民
健
康

保
瞼
を
笈
伽
す
る
も
の
ど
す
る
。

露
九
、
禰
防
閲
の
組
繊

常
分
の
間
現
町
村
消
防
閲
を
そ
の
ま
切
さ
し
、
そ
の
組
織
及
び
消
防
の
池
瞥
に
つ
い
て
は
闘

係
者
の
意
見
を
き
き
新
町
の
機
關
に
於
て
決
定
す
る
。

》

第
十
、
避
業
協
同
組
合
及
び
避
業
共
濟
組
合
の
統
合

艇
業
協
同
組
合
及
び
挫
業
共
濟
組
合
は
現
在
の
談
莇
存
置
さ
れ
る
が
將
來
自
主
的
な
連
絡
協

議
命
を
育
成
助
長
し
、
そ
の
統
合
整
備
を
要
望
す
る
こ
ご
・

貝
の
定
薮
を
四
名
こ
し
、
任
期
は
一
ヶ
年
ご
す
る
。

２
、
右
以
外
の
公
選
に
よ
る
教
青
委
域
金
叩
の
委
只
は
、
新
町
の
社
命
教
育
委
員
（
八
名
）
に
委

嘱
し
、
そ
の
任
期
は
一
ヶ
年
ご
す
る
。

第
十
二
、
盤
業
委
員
命
の
統
合

農
業
委
員
金
”
は
知
事
の
承
認
を
得
て
常
分
の
間
地
侭
農
業
委
員
念
を
置
く
も
の
ど
す
る
。
地

価
盤
業
委
興
會
が
統
合
す
る
ま
で
は
任
意
の
連
合
体
を
設
瞳
す
る
。

第
十
三
、
共
用
林
等
の
取
扱
い

１
、
現
在
の
ま
笏
存
置
す
る
こ
こ
。

２
、
委
託
林
に
つ
い
て
は
、
新
町
叉
は
旧
町
村
の
地
域
住
民
（
組
合
）
に
於
い
て
契
約
す
る
も
一

そ
の
蓮
像
及
び
待
理
に
つ
い
て
は
旧
町
村
の
地
域
住
民
に
委
任
す
る
も
の
ど
す
る
。

第
十
四
、
其
の
他

１
、
各
集
閣
部
落
艇
ぴ
各
学
校
に
電
話
を
架
設
し
、
住
民
の
一
鵬
祗
と
利
便
を
岡
る
こ
さ
。

２
、
現
町
村
で
施
行
中
の
各
種
事
業
は
、
新
町
に
於
て
繼
續
す
る
》
」
ぜ
。
１
１
１

３
、
集
蝋
部
落
に
將
来
街
り
ぜ
架
設
し
明
る
い
街
に
す
る
こ
と
。

了
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１
１
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１
－
Ｈ
９
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
９
１
１
Ｉ
１
ｈ
１
１
ｌ
４
Ｊ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
０

４
、
自
治
功
勢
者
は
、
新
町
に
於
て
表
彰
す
る
こ
さ
。

ル

容

鋒
二
今

の
、

第
十
一
、
敬
育
委
員

１
、
合
併
後
の

二
、
そ
の
後
一
ヶ
年
以
内
に
退
職
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
右
に
準
じ
Ⅱ
割
に
依
り
減
額
支
給

魔
ゞ

す
る
も
の
。
、
」
す
る
。

２
、
常
勤
の
特
別
職
の
峨
貝
に
つ
い
て
は
、
新
町
の
吏
員
ざ
し
て
承
継
す
る
こ
さ
。
術
勤
の
特

別
職
の
退
職
手
常
に
開
し
て
は
、
旧
金
木
町
特
別
職
貝
退
職
手
常
に
開
す
る
條
例
に
よ
る
退

職
手
常
の
外
新
町
に
お
い
て
協
議
の
上
特
別
退
峨
手
術
を
支
給
す
る
。

第
四
、
負
偵
及
び
財
産
の
承
繼

１
、
負
偵
及
び
財
産
は
総
て
新
町
に
引
継
ぐ
こ
こ
。

２
、
現
嘉
獺
及
び
騨
良
市
爾
村
の
官
行
造
林
地
に
つ
い
て
は
、
合
併
と
同
時
に
財
産
脈
を
設
け

て
、
戸
れ
を
符
理
す
る
も
の
、
こ
す
る
。

ノ

第
一
、
合
併
の
時
期

合
併
の
時
期
は
、
昭
和
三
十
年
三
月
一
日
こ
す
る
。

第
二
、
瀧
含
議
員
の
任
期
及
び
定
数

１
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
條
第
一
項
の
規
定
に
依
り
、
新
町
設
殻
の
際
同
町
の
議
會
議
員
の

被
選
爆
椛
を
右
す
る
こ
こ
図
な
る
も
の
は
、
新
町
設
椴
の
日
か
ら
一
ヶ
年
間
引
綴
き
新
町
の

議
含
議
員
（
五
十
四
名
）
こ
し
て
在
任
す
る
こ
こ
。

２
、
議
會
議
員
の
定
数
は
右
の
者
の
数
を
定
數
さ
し
、
常
該
數
に
欠
員
を
生
じ
て
も
地
方
間
治

法
鋪
九
十
一
條
の
規
定
に
よ
る
定
数
（
二
十
六
名
）
ま
で
補
充
し
な
い
こ
さ
。

第
六
、
行
政
腿
設
定

戸

第
三

、

第
五
、
町
税
の
税
率

１
、
一
般
職
の
職
員
は
、
総
て
新
町
に
承
繼
し
、
そ
の
勤
績
年
數
を
通
算
す
る
こ
こ
。
新
町
設

置
の
日
よ
り
一
年
以
内
に
退
職
し
た
も
の
は
、
旧
金
木
町
職
員
退
職
手
営
に
關
す
る
條
例
に

よ
る
退
職
手
雷
の
外
次
の
割
合
に
よ
っ
て
特
別
退
職
手
常
を
支
給
す
る
。

法
第
九
十
一

職
風
の
琢
分

町
税
の
税
率
は
、
現
行
の
割
合
こ
し
三
ヶ
年
は
不
均
一
課
税
ご
す
る
。

一
、

合
併
に
あ
た
っ
て
の
協
定
事
項

新
町
汝
侭
の
日
よ
り

會
の
統
合

町
の
教
育
委
員
會
の
委
員
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第

一
ケ
月
以
内
に
退
職

し
た
も
の
協
畷
側
額
の
十
二
倍

九
條
の
二
に
よ
り
そ
の
委

／

／


